
  

一 

令和 4 年 3 月 4 日（金曜日） 千 葉 県 報 第１３７１５号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

生
活
保
護
法
等
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

生
活
保
護
法
等
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

生
活
保
護
法
等
に
基
づ
く
指
定
施
術
者
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

生
活
保
護
法
等
に
基
づ
く
指
定
施
術
者
の
施
術
所
の
名
称
及
び
所
在
地
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

生
活
保
護
法
等
に
基
づ
く
指
定
施
術
者
の
施
術
所
の
廃
止 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

○ 

林
業
関
係
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

○ 

漁
船
損
害
等
補
償
法
に
基
づ
く
付
保
義
務
の
消
滅 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

○ 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の

び
保
全
の
方
針
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四 

○ 

都
市
計
画
区
域
区
分
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

○ 

土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四 

 
 

公 
 

告 

○ 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の

び
保
全
の
方
針
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 

四 

○ 

都
市
計
画
区
域
区
分
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

○ 

都
市
計
画
用
途
地
域
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

○ 

土
地
区
画
整
理
組
合
の
退
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

○ 

都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

○ 

の

の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

○ 

都
市
計
画
下
水
道
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

落
札
者
等
の
公
告 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
六 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
九
十
四
号 

 

の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

例
に
よ
る
場
合
を
含

の
規
定

指
定
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定

 

 
 

令
和
四
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

名

称 

所

在

地 

指

定

年

月

日 

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
診
療
所 

 

市
川
市
菅
野
五
の
一
一
の
一
六 

令
和
三
年
十
一
月
一
日 

桜
こ
ど
も

市
川 

市
川
市
市
川
二
の
一
の
四 

〃 

皮
ふ
科 

旭
市
イ
の

の
一 

〃 

医
療
法
人
社
団
宏
心
会 

ま

え
だ
こ
ど
も

 

習
志
野
市
大
久
保
二
の
二
の
一 

〃 

は
も
れ
び

 

鎌
ケ
谷
市
初
富
本
町
一
の
三
の

八 

〃 

山
本
医
院 

浦
安
市
猫
実
二
の
三
一
の
一
〇 

〃 

下
総
中
山

歯
科 

市
川
市
鬼
高
三
の
二
七
の
一 

〃 

歯
科 

佐
倉
市
染
井
野
四
の
七
の
一 

〃 

医
療
法
人
社
団
翔
優
会 

 

歯
科

 

流
山
市
東
深
井
八
七
一
の
一
八

五 

〃 

み
ど
り
歯
科 

我
孫
子
市
緑
二
の
一
一
の
五
〇 

〃 

ス
ミ
レ
薬
局
勝
浦
店 

の
一 

〃 

ホ
ワ
イ
ト
薬
局 

我
孫
子
市
つ
く
し
野
一
四
〇
の

一
六 

〃 

薬
局
だ
い
き
ち 

四
街
道
市
四
街
道
一
の
四
の
一

九 

〃 

薬
局
ス
ミ
レ
長
柄
店 

長
生
郡
長
柄
町
国
府
里
五
三
九 

〃 

秋
山
薬
局 

松
戸
市
秋
山
六
八
の
一
七 

令
和
三
年
十
一
月
八
日 

医
療
法
人
社
団
清
川
医
院 

 

令
和
三
年
十
二
月
一
日 

Ｋ
Ｋ

市
原 

市
原
市
松
ケ
島
二
の
一
の
一
四 

〃 

流
山
北

 

流
山
市
江
戸
川
台
東
二
の
三
一

八 

〃 
ひ
な
た

 

大
網
白
里
市
み
や
こ
野
一
の
二

の
三 

〃 

薬
局
タ
カ
サ
オ
ア
シ
ス
松
飛

台
店 

松
戸
市
紙
敷
一
の
一
一
の
三 

〃 

調
剤
薬
局

早
野
店 

茂
原
市
綱
島
八
八
五
の
一 

〃 

 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

4

年

3 

月

4

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１３７１５号 令和 4 年 3 月 4 日（金曜日） 
 

千
葉
県
告
示
第
九
十
五
号 

 

の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

例
に
よ
る
場
合
を
含

の
規
定

指
定
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定

 

 
 

令
和
四
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

事
業
者
の
名
称 

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地 

指
定
に
係
る
事
業
所

の
名
称 

事
業
所
の
所
在
地 

指
定
年
月
日 

合
同
会

社 

成
田
市
は
な
の
き

台
三
の
二
〇
の
一

六 

訪

問

看

護

リ

ハ

ス 

Ｒ
ｉ
ｈ

ａ
ｎ
ａ 

佐
倉
市
鏑
木
仲
田

町
九
の
一
一 

令
和
三
年
十

一
月
一
日 

株
式
会
社
Ｓ
Ｕ

Ｅ
Ｈ
Ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｇ

Ａ
Ｒ
Ｉ 

 

茨
城
県
神
栖
市
太の

一
一 

訪

問

看

護

 

Ｓ
Ｕ
Ｎ 

香
取
郡
東
庄
町
石

 

〃 

ワ
イ
ズ
株
式
会

社 

〇
八
三 

訪

問

看

護

 

正
観 

館
山
市
下
真
倉
三

六
八
の
二 

令
和
三
年
十

二
月
一
日 

株

式

会

社

フ 看

護
企
画 

 

松
戸
市
八
ケ
崎
四

の
六
の
二
八 

八

崎
訪
問
看
護
ス

 

松
戸
市
八
ケ
崎
四

の
六
の
二
九 

〃 

株
式
会
社
ご
長

寿

 
 

東
京
都
台
東
区
東

上
野
三
の
二
一
の

三 

ご
長
寿

訪
問

看
護

松
戸 

松
戸
市
樋
野
口
九

三
五 

〃 

株
式
会
社
Ｏ
Ａ

総
研 

東
京
都
新
宿
区
西

新
宿
一
の
二
二
の

二 

Ｏ

Ｈ

Ｉ

Ｓ

Ａ

Ｍ

Ａ 

ン
松

丘 

流
山
市
松
ケ
丘
四

の
四
九
五
の
四 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
九
十
六
号 

 

の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び

永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

 
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

例
に
よ
る
場
合
を
含

規
定

次
の
指
定
医
療
機
関
は
指
定
医
療
機
関
の
指
定
を
辞
退

 

 
 

令
和
四
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

名

称 

所

在

地 

辞
退
の
効
力
発
生
年
月
日 

花
井
歯
科

 

野
田
市
花
井
八
の
二
三 

令
和
三
年
十
月
十
八
日 

愛
宕
駅
前
こ
こ
ろ
の
ク
リ 

 

野
田
市
野
田
七
八
七
の
三 

令
和
三
年
十
月
三
十
一
日 

  

千
葉
県
告
示
第
九
十
七
号 

 

の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び

永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

例
に
よ
る
場
合
を
含

規
定

次
の
施
術
者
を
指
定
施
術
者
に
指
定

 

 
 

令
和
四
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

氏

名 

施

術

所 

指

定

年

月

日 

名

称 

所

在

地 

上
杉
健
二 

 

ジ
川
崎 

神
奈
川
県
川
崎
市
多
摩
区
西
生

田
二
の
二
の
二 

令
和
三
年
十
二
月
一
日 

松
末
誠
司 

あ
し
す
と
鍼
灸

院 

東
京
都
江
戸
川
区
下
篠
崎
町
九

の
二 

〃 

川
腰
大
介 

か
ら
だ
元
気
治
療
院

八
千
代
店 

八
千
代
市
八
千
代
台
北
一
の
九

の
一
三 

〃 

  
千
葉
県
告
示
第
九
十
八
号 

 

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
同
法
第
五
十
条
の

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る

に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含

例
に
よ
る
場
合
を
含

規
定

指
定
施
術
者
の
施
術
所
の



  

三 

令和 4 年 3 月 4 日（金曜日） 千 葉 県 報 第１３７１５号 

名
称
及
び
所
在
地
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出

 

 
 

令
和
四
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
氏

名 

施

術

所 

変

更

年

月

日 

名

称 

所

在

地 

変

更

前 

変

更

後 

変

更

前 

変

更

後 

清
水
雅
也 
在

宅

訪

問

あ
い
の
手
松

戸
店 

ブ
レ
ス
訪
問

流
山 

松
戸
市
西
馬

橋
二
の
三
二

の
二
四 

流
山
市
南
流

山
一
の
一
四

の
一 

令
和
三
年
九
月

一
日 

大
隅
竹
臣 

レ
イ
ス
治
療

院
船
橋 

フ
レ
ア
ス
在

宅ジ
船
橋
施
術

所 
船
橋
市
前
原

西
八
の
二
七

の
三
一 

船
橋
市
習
志

野
台
三
の
一

七
の
八 

令
和
三
年
十
月

一
日 

五
木
田
真
実 

あ

ん

摩

・

ジ
・
指
圧
お

治
療

院 

あ

ん

摩

・

ジ
・
指
圧
お

治
療

院 フ
レ
ア
ス
在

宅ジ
佐
倉 

印
旛
郡
酒
々

井
町
酒
々
井

一
六
二
の
二 

印
旛
郡
酒
々

井
町
本
佐
倉

二
六
三
の
一

六
四 

 
佐
倉
市
宮
前

三
の
一
七
の

二 

〃 

渡
邉
真
吾 

株
式
会
社
ア鍼

灸ジ
市
川
営
業

所 

ブ
レ
ス
訪
問

流
山 

市
川
市
八
幡

三
の
二
九
の

二
〇 

流
山
市
南
流

山
一
の
一
四

の
一 

令
和
三
年
十
月

二
十
五
日 

窪
田
あ
ゆ
み 

在

宅

訪

問

あ
い
の
て
市

川
店 

訪

問

リ

ハ

あ
い

 

市
川
市
大
和

田
一
の
四
の

一 

市
川
市
東
大

和
田
一
の
六

の
九 

令
和
三
年
十
一

月
一
日 

丸
山
内
忠
雄 

在

宅

訪

問

あ
い
の
て
市 

訪

問

リ

ハ

あ
い

 

市
川
市
大
和

田
一
の
四
の

一 

市
川
市
東
大

和
田
一
の
六

の
九 

〃 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

川
店 

 
 

 
 

甘
利
祐
子 

リ
ス
ブ
ラ
ン 

リ
ス
ブ
ラ
ン 

流
山
市
江
戸 

流
山
市
江
戸 

令
和
三
年
十
一 

 

鍼
灸
院 

鍼
灸
院 

 

フ
レ
ア
ス
在

宅ジ
流
山
施
術

所 

川
台
東
一
の

一
八
二 

川
台
東
一
の

一
八
二 

流
山
市
江
戸

川
台
西
二
の

二
四
七 

月
十
一
日 

  

千
葉
県
告
示
第
九
十
九
号 

 

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
同
法
第
五
十
条
の

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る

に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含

例
に
よ
る
場
合
を
含

規
定

次
の
指
定
施
術
者
か
ら
施

術
所
を
廃
止
し
た
旨
届
出

 

 
 

令
和
四
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

氏

名 

施

術

所 

廃

止

年

月

日 

名

称 

所

在

地 

深
井
翔
太 

訪
問

大
吉 

佐
倉
市
栄
町
九
の
一 

令
和
三
年
十
月
五
日 

村
田
靖
浩 

コ
ス
モ
ス
福
祉
指

圧
院 

大
網
白
里
市
駒
込
四
三
八
の
九 

令
和
三
年
十
月
六
日 

   

林
業
関
係
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定

 

 
 

令
和
四
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
告
示
第
百
号 

 
 

 

林
業
関
係
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正

 

 

に
改
め
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別
表
林
道
事
業
の
項
林
道
の
開
設
の

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る

に
改

 

 

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で
の

 

を
削

 

 

別
記
第
三
号
様
式
の

 
 

 
 

 
 

 

の
次

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

加

 

削

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

改

 

 

別
記
第
三
号
様
式
の

 
 

 
 

 
 

 

の
次

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

加

 

削

 

 

別
記
第
三
号
様
式
の

 
 

 
 

 
 

 

の
次

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

加

 

削

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改

 

削

 
 

 
 

 

に
改

 

 
 

 
 

 
 

の
次

 
 

 
 

 
 

 
 

加

 

削

 

 

別
記
第
五
号
様
式
の

 
 

 
 

 
 

 
の
次

 
 

 
 

 
 

 
 

加

 

を
削

 
 

 
 

 

改

 

 

別
記
第
五
号
様
式
の

 
 

 
 

 
 

 

の
次

 
 

 
 

 
 

 
 

加

 

を
削

 

 

別
記
第
五
号
様
式
の

 
 

 
 

 
 

 

の
次

 
 

 
 

 
 

 
 

加

 

を
削

 

 

別
記
第
七
号
様
式
及
び

 

を
削

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

別
表
の
改
正
規
定

公
示
の
日
か

ら
施
行

 

 

千
葉
県
告
示
第
百
一
号 

 

の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定

次
の
加
入
区
に
つ
い
て
は
平
成
三
十
年
三
月
二
日
に
発
生
し
た
指
定
漁
船
を
普
通
損
害
保
険
に

付
す
べ
き
義
務
が
令
和
四
年
三
月
一
日
付
け
で
消
滅

 

 
 

令
和
四
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

御
宿
町
加
入
区 

 

千
葉
県
告
示
第
百
二
号 

 

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八

条
第
一
項
の
規
定

船
橋
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の

び
保
全
の
方
針
を
変
更
し

 

 
 

令
和
四
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

千
葉
県
告
示
第
百
三
号 

 

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八

条
第
一
項
の
規
定

船
橋
都
市
計
画
区
域
区
分
を
次
の
と
お
り
変
更

 

 
 

令
和
四
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

船
橋
都
市
計
画
区
域
区
分 

二 

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域 

 
 

ケ

び
飯
山
満
町
一
丁
目
の
各
一

部
の
区
域 

 

千
葉
県
告
示
第
百
四
号 

 

の
規
定

習
志

野
市
Ｊ
Ｒ
津
田
沼
駅
南
口
土
地
区
画
整
理
組
合
の

び

の
変
更

を
次
の
と
お
り
認
可

 

 
 

令
和
四
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

習
志
野
市
Ｊ
Ｒ
津
田
沼
駅
南
口
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

習
志
野
市
谷
津
七
丁
目
一
二
番
五
四
号 

三 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日 

四 

変
更
の
内
容 

 
 

事
業
施
行
期
間 

 
 

変
更
前 

平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 
 

変
更
後 

平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

変
更
認
可
の
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
三
月
四
日 

公

告 

 
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の

び
保
全
の
方
針
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

㊞
 

第
三

号
様

式
の

二
 

 

印
 

お
よ

び
 

 
及

び
 

 
ま

た
は

 
 

又
は

 
 

（
第

三
条

第
一

項
第

四
号

）
 

 

第
三

号
様

式
の

三
 

 
（

第
三

条
第

一
項

第
五

号
）

 
 

㊞
 

第
三

号
様

式
の

四
 

 
（

第
三

条
第

一
項

第
六

号
）

 
 

印
 

事
業

変
更

（
中

止
廃

止
）

承
認

申
請

書
 

 

事
業

変
更

（
中

止
又

は
廃

止
）

承
認

申
請

書
 

 
㊞

 
ま

た
は

 
 

又
は

 
 

第
五

号
様

式
 

 
（

第
六

条
第

一
項

）
 

 
㊞

 
 

第
五

号
様

式
の

二
 

 
（

第
六

条
第

一
項

）
 

 
印

 

お
よ

び
 

 
及

び
 

 

第
五

号
様

式
の

三
 

（
第

六
条

第
一

項
）

 
㊞

 
 

第
五

号
様

式
の

四
 

 
（

第
六

条
第

一
項

）
 

 
印

 

㊞
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令
和
四
年
千
葉
県
告
示
第
百
二

の

び
保
全
の
方
針
の
変

に
係
る
船
橋
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の

び
保
全
の
方
針
の
関
係
図
書

都
市
計

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項

の
規
定

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供

 

 
 

令
和
四
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
区
域
区
分
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
四
年
千
葉
県
告
示
第
百
三

の

に
係
る
船
橋
都
市
計
画
区
域
区
分

の
関
係
図
書

に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供

 

 
 

令
和
四
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
用
途
地
域
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
四
年
三
月
四
日
船
橋
市
の
変
更
に
係
る
船
橋
都
市
計
画
用
途
地
域
の
関
係
図
書
の
送
付

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す

 

 
 

令
和
四
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 
熊 
谷 

 

俊 

人 
 

 

  
 

 

土
地
区
画
整
理
組
合
の
退
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所 

 

の
規
定

習
志

野
市
Ｊ
Ｒ
津
田
沼
駅
南
口
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
次
の
と
お
り
退
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届

出

 

 
 

令
和
四
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

三
代
川 

 

利 

男 
 

 

習
志
野
市
谷
津
二
丁
目
二
〇
番
三
〇
号 

  
 

 

都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
四
年
三
月
四
日
船
橋
市
の
決
定
に
係
る
船
橋
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業
海
老
川
上
流
地
区
土

地
区
画
整
理
事
業
の
関
係
図
書
の
送
付

第
二
十
条
第
二
項
の
規
定

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
課
に
お
い
て
縦
覧
に

供

 

 
 

令
和
四
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 

の

の
実
施 

 

千
葉
県
都
市
計
画
事
業
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
保
留
地
の
処
分
に
関
す
る

第
三
条
の
規
定

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に

よ
り
保
留
地
を
処
分

 

 
 

令
和
四
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

処
分
す
る
保
留
地 

物
件

番
号 

所 
 

 

在 

面 
 

積 

最
低
売
却
価
格 

１ 

区
一
体
型
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業

 

九
五
九
・
一
二

㎡ 

円 

２ 

区
一
体
型
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業

区
域
内
五
二
街
区
八
画
地
及
び
五
六

 

八
四
㎡ 

円 

３ 

区
一
体
型
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業

区
域
内
六
〇
街
区
三
画
地
及
び
六
画

 

八
四
㎡ 

円 

４ 

区
一
体
型
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業

区
域
内
六
〇
街
区
一
八
画
地
及
び
六

 

九
〇
七
・
三
八

㎡ 

円 

５ 

区
一
体
型
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業

区
域
内
七
二
街
区
九
画
地
及
び
一
四

 

四
九
七
・
一
五

㎡ 
 

二 

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格 

 

１ 

規
則
第
四
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
者

 

 

２ 

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る

条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
に
該
当
し
な
い
者

 

 

３ 

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
又 
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は
同
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ

 

 
４ 
全
て
の
都
道
府
県
税
並
び
に
法
人
税
又
は
所
得
税
並
び
に
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
滞
納
し
て

い
な
い
者

 

三 

契
約
条
項
及
び
分
譲
案
内
書
を
示
す
場
所
並
び
に
問
合
せ
先 

 
 

流
山
市
南
流
山
一
丁
目
一
三
番
地 

千
葉
県
流
山
区
画
整
理
事
務
所 

三
六
〇 

四 

入
札
及
び
開
札
の
期
間
及
び
場
所
等 

 

１ 

入
札
の
期
間 

び

の
午
前
九
時
か
ら

正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時

郵
送
に
よ
る
入
札
書
の
受
領
期
限

同
日
の
午
後
五
時

 

 

２ 

入
札
の
場
所 

千
葉
県
流
山
区
画
整
理
事
務
所 

 

３ 

入
札
書
の
提
出
方
法 

簡
易
書
留
に
よ
る
郵
送
又
は
本
人
若
し
く
は
代
理
人
の
持
参
に
よ
る
も
の

 

 

４ 

入
札
参
加
上
の
注
意 

 
 

 
 

こ
の
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者

七
に
よ
る
入
札
参
加
の
申
込
み
を
行

入
札
に
参
加

す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認
を
受

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
の
確
認
を
受
け
て
い
な
い
者

入
札
に
参
加

 

 
 

 
 

入
札
書

分
譲
案
内
書
に
よ
る
所
定
の
入
札
保
証
金
提
出
書

五
に
よ
る
入
札
保
証
金

に
係
る
納
付
書
兼
領
収
書
を
貼
り
付
け
た
も
の
を
添
付

 

 

５ 

開
札
の
日
時
及
び
場
所 

次

 

物
件 

番
号 

日 
 

時 

場 
 

所 

１ 
 

千
葉
県
流
山
区
画

整
理
事
務
所
三
階

入
札
室 

２ 
 

３ 
 

４ 
 

５ 
 

五 

入
札
保
証
金 

 
 

納
付

額

見
積
金
額
の
百
分
の
五
以
上

 

六 

入
札
の
無
効 

 
 

規
則
第
十
一
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札

無
効

 

七 

入
札
参
加
の

び
申
込
方
法 

 

１ 

申
込
期
間 

び

の
午
前
九
時
か

ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

 

２ 

受
付
場
所 

千
葉
県
流
山
区
画
整
理
事
務
所 

 

３ 

申
込
方
法 

事
前
に
三
の
問
合
せ
先
に
電
話
で
連
絡
の

に
よ
る
所
定
の
書
類
を

本
人
又
は
代
理
人
が
持
参
し
て
行

 

八 

そ
の
他 

 

１ 

代
金
の
支
払
方
法 

売
買
契
約
の
締
結
日

契
約
保
証
金
と
し
て
売
買
代
金
の
百
分
の
十

以
上
を
納
付

売
買
代
金
と
契
約
保
証
金
と
の
差
額
を
同
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内

県

が
発
行
す
る
納
入
通
知
書
に
よ
り
支
払

 

 

２ 

そ
の
他 

詳
細

分
譲
案
内
書

 

  
 

 

都
市
計
画
下
水
道
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
四
年
三
月
四
日
船
橋
市
の
変
更
に
係
る
船
橋
都
市
計
画
下
水
道
船
橋
市
第
九
号
公
共
下
水
道
の
関

係
図
書
の
送
付

に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
下
水
道
課

に
お
い
て
縦
覧
に
供

 

 
 

令
和
四
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 
 

 
 

 
 

                

（一） （二） 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

４
年

３
月

４
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
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